
規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日

規則第１５号
さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづ

くり条例施行規則の一部を改正する規則 
福 祉 総 務 課 令和元年６月４日

規則第１６号
さいたま市特定非営利活動促進法施行細則

の一部を改正する規則 
市 民 協 働 推 進 課 令和元年６月１４日

規則第１７号
さいたま市火災予防規則の一部を改正する

規則
予 防 課 令和元年６月２０日

規則第１８号

さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の

手続に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則

産 業 廃 棄 物 指 導 課 令和元年６月２４日

規則第１９号
さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関

する規則の一部を改正する規則
産 業 廃 棄 物 指 導 課 令和元年６月２４日

規則第２０号
さいたま市建築基準法施行細則の一部を改

正する規則
建 築 行 政 課 令和元年６月２４日

規則第２１号
さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづ

くり条例施行規則の一部を改正する規則
福 祉 総 務 課 令和元年６月２７日

規則第２２号
さいたま市市長職務代理者規則の一部を改

正する規則
総 務 課 令和元年６月２８日

規則第２３号
さいたま市精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律施行細則の一部を改正する規則
健 康 増 進 課 令和元年６月２８日



さいたま市規則第１５号 

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する

規則 

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則（平成１６年さいたま

市規則第８４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（推進協議会の会議） （推進協議会の会議） 

第１４条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

２ 推進協議会は、委員及び議事に関係のある臨時 ２ 推進協議会は、委員及び臨時委員の過半数が出

委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが 席しなければ会議を開くことができない。 

できない。  

３ ［略］ ３ ［略］ 

   附 則  

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第１６号 

   さいたま市特定非営利活動促進法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市特定非営利活動促進法施行細則（平成２４年さいたま市規則第９号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （役員報酬規程等の提出）  （役員報酬規程等の提出） 

第２２条 法第５５条第１項（法第６２条において

準用する場合を含む。次項において同じ。）の規

定による法第５４条第２項第２号から第４号まで

の書類の提出は、（認定、特例認定）特定非営利

活動法人の役員報酬規程等提出書（様式第３１号

）を市長に提出して行わなければならない。 

第２２条 法第５５条第１項（法第６２条において

準用する場合を含む。次項において同じ。）の規

定による法第５４条第２項第２号から第４号の書

類の提出は、（認定、特例認定）特定非営利活動

法人の役員報酬規程等提出書（様式第３１号）を

市長に提出して行わなければならない。 

２ 法第５５条第１項の規定により提出する法第５

４条第２項第２号から第４号までの書類には、そ

れぞれ副本１通を添えるものとする。 

２ 法第５５条第１項の規定により提出する法第５

４条第２項第２号から第４号の書類には、それぞ

れ副本１通を添えるものとする。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

 （用紙の規格）  （用紙の規格） 

第３７条 法、条例又はこの規則の規定により市長

に提出する書類は、日本産業規格Ａ列４番の用紙

を使用するものとする。ただし、官公署が発給す

るものについては、この限りでない。 

第３７条 法、条例又はこの規則の規定により市長

に提出する書類は、日本工業規格Ａ列４番の用紙

を使用するものとする。ただし、官公署が発給す

るものについては、この限りでない。 

   附 則 

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。ただし、第２２条の改正は、公布の

日から施行する。 



さいたま市規則第１７号 

   さいたま市火災予防規則の一部を改正する規則 

 さいたま市火災予防規則（平成１３年さいたま市規則第２４４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第１４号の２（第１０条関係） 

露店等の開設届出書 

［略］

備考 

  １ ［略］ 

  ２ ［略］ 

  ３ ［略］ 

様式第１４号の２（第１０条関係） 

露店等の開設届出書 

［略］

備考 

  １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４と

すること。 

  ２ ［略］ 

  ３ ［略］ 

  ４ ［略］ 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第１８号 

   さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

 さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例施行規則（平成２７年

さいたま市規則第７５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 

［略］

事業計画書 

 ［略］ 

 ［略］ 

 備考 

１ ［略］ 

  ２ ［略］ 

  ３ ［略］ 

注 

［略］

事業計画書 

 ［略］ 

 ［略］ 

 備考 

１ ［略］ 

  ２ 事業計画書及び添付書類の用紙の大きさは、

   図面、表等やむを得ないものを除き、日本工

業規格Ａ４とすること。 

  ３ ［略］ 

  ４ ［略］ 

様式第２号（第９条関係） 様式第２号（第９条関係） 

［略］

説明会開催計画等報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 

１～３ ［略］ 

  ４ ［略］ 

注 

［略］

説明会開催計画等報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 

１～３ ［略］ 

  ４ 報告書及び別紙の用紙の大きさは、図面、

表等やむを得ないものを除き、日本工業規格

Ａ４とすること。 

  ５ ［略］ 

様式第３号（第１１条関係） 様式第３号（第１１条関係） 

［略］ ［略］



説明会等実施状況報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

 備考 整理番号の欄には、記入しないこと。 

 注 

 ［略］ 

説明会等実施状況報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

 備考 

１ 報告書及び別紙の用紙の大きさは、図面、

表等やむを得ないものを除き、日本工業規格

Ａ４とすること。 

  ２ 整理番号の欄には、記入しないこと。 

 ［略］ 

様式第４号（第１３条関係） 様式第４号（第１３条関係） 

［略］

見解書 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 

１ ［略］ 

２ ［略］ 

 注 

［略］

見解書 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 

１ ［略］ 

２ 見解書の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ

４とすること。 

３ ［略］ 

様式第５号（第１４条関係） 様式第５号（第１４条関係） 

［略］

見解書周知実施状況報告書 

［略］ 

 ［略］ 

備考 整理番号の欄には、記入しないこと。 

 注 

 ［略］ 

［略］

見解書周知実施状況報告書 

［略］ 

 ［略］ 

備考 

１ 報告書及び別紙の用紙の大きさは、図面、

表等やむを得ないものを除き、日本工業規格

Ａ４とすること。 

  ２ 整理番号の欄には、記入しないこと。 

 ［略］ 

様式第７号（第１５条関係） 様式第７号（第１５条関係） 

［略］

審査結果措置報告書 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 

１ ［略］ 

［略］

審査結果措置報告書 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 

１ ［略］ 

２ 報告書及び別紙の用紙の大きさは、図面、

表等やむを得ないものを除き、日本工業規格



２ ［略］ 

 注 

Ａ４とすること。 

３ ［略］ 

様式第９号（第１７条関係） 様式第９号（第１７条関係） 

［略］

手続免除申請書 

［略］ 

 ［略］ 

備考 

１ ［略］ 

２ ［略］ 

 注 

［略］

手続免除申請書 

［略］ 

 ［略］ 

備考 

１ ［略］ 

２ 申請書及び別紙の用紙の大きさは、図面、

表等やむを得ないものを除き、日本工業規格

Ａ４とすること。 

３ ［略］ 

様式第１０号（第１８条関係） 様式第１０号（第１８条関係） 

［略］

事業計画廃止届出書 

［略］ 

 ［略］ 

備考 整理番号の欄には、記入しないこと。 

 注 

［略］

事業計画廃止届出書 

［略］ 

 ［略］ 

備考 

１ 届出書の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ

４とすること。 

２ 整理番号の欄には、記入しないこと。 

様式第１１号（第１９条関係） 様式第１１号（第１９条関係） 

あっせん申請書 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 

 １～３ ［略］ 

 注 

あっせん申請書 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 

 １～３ ［略］ 

４ 申請書の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ

４とすること。 

   附 則 

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。 



さいたま市規則第１９号 

   さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則（平成１３年さいたま市規則第

１４２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第１号の２（第４条の３関係） 

（第１面） 

産業廃棄物処理計画（変更計画）書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面）～（第５面） ［略］ 

（第６面） 

備考 

 １ 事業所において常時使用される従業員

数が３００人以上の製造業者、事業所に

おいて常時使用される従業員数が１００

人以上若しくは資本金（あるいは出資金 

）の額が５，０００万円以上の建設業者、

  一日当たりの施設能力が３０万 以上の

浄水場管理者等又は一日当たりの施設能

力が３万 以上の下水道終末処理場管理

者等が事業所ごとに作成すること。 

 ２～８［略］ 

注 

様式第１号の２（第４条の３関係） 

（第１面） 

産業廃棄物処理計画（変更計画）書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面）～（第５面） ［略］ 

（第６面） 

備考 

 １ 事業所において常時使用される従業員

数が３００人以上の製造業者、事業所に

おいて常時使用される従業員数が１００

人以上若しくは資本金（あるいは出資金 

）の額が５，０００万円以上の建設業者、

  一日当たりの施設能力が３０万 以上の

浄水場管理者等又は一日当たりの施設能

力が３万 以上の下水道終末処理場管理

者等が事業所ごとに、日本工業規格Ａ４

により作成すること。 

 ２～８［略］ 

様式第１号の３（第４条の３関係） 

（第１面） 

特別管理産業廃棄物処理計画（変更計画）書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面）～（第５面） ［略］ 

様式第１号の３（第４条の３関係） 

（第１面） 

特別管理産業廃棄物処理計画（変更計画）書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面）～（第５面） ［略］ 



（第６面） 

備考 

 １ 事業所において常時使用される従業員

数が３００人以上の製造業者、事業所に

おいて常時使用される従業員数が１００

人以上若しくは資本金（あるいは出資金 

）の額が５，０００万円以上の建設業者、

  一日当たりの施設能力が３０万 以上の

浄水場管理者等又は一日当たりの施設能

力が３万 以上の下水道終末処理場管理

者等が事業所ごとに作成すること。 

 ２～８［略］ 

注 

（第６面） 

備考 

 １ 事業所において常時使用される従業員

数が３００人以上の製造業者、事業所に

おいて常時使用される従業員数が１００

人以上若しくは資本金（あるいは出資金 

）の額が５，０００万円以上の建設業者、

  一日当たりの施設能力が３０万 以上の

浄水場管理者等又は一日当たりの施設能

力が３万 以上の下水道終末処理場管理

者等が事業所ごとに、日本工業規格Ａ４

により作成すること。 

 ２～８［略］ 

様式第１号の４（第４条の４関係） 

（第１面） 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面） ［略］ 

（第３面） 

備考 

 １ 翌年度の６月３０日までに報告するこ

と。 

 ２～７ ［略］ 

注 

様式第１号の４（第４条の４関係） 

（第１面） 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面） ［略］ 

（第３面） 

備考 

 １ 様式は、日本工業規格Ａ４により作成

し、翌年度の６月３０日までに報告する

こと。 

 ２～７ ［略］ 

様式第１号の５（第４条の４関係） 

（第１面） 

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面） ［略］ 

（第３面） 

備考 

 １ 翌年度の６月３０日までに報告するこ

と。 

 ２～７［略］ 

注 

様式第１号の５（第４条の４関係） 

（第１面） 

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面） ［略］ 

（第３面） 

備考 

 １ 様式は、日本工業規格Ａ４により作成

し、翌年度の６月３０日までに報告する

こと。 

 ２～７ ［略］ 

   附 則 



 この規則は、令和元年７月１日から施行する。 



さいたま市規則第２０号 

   さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年さいたま市規則第２１５号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （建築物の維持保全） 

第２条の２ 法第８条第２項第２号の規定により市

長が指定する建築物は、別表第１用途の欄１０の

項に掲げる用途に供するもので、その用途に供す

る部分の規模等が同表規模等の欄１０の項に該当

するものとする。 

 （特定建築設備等の定期報告）  （特定建築設備等の定期報告） 

第５条 法第１２条第３項の規定により、市長が指

定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

 小荷物専用昇降機（平成２８年国土交通省告

示第２４０号（別表第１及び別表第２において

「平成２８年告示」という。）第２第３号に掲

げるものに限る。ただし、かごが住戸内のみを

昇降するものを除く。） 

 ・  ［略］ 

第５条 法第１２条第３項の規定により、市長が指

定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

 小荷物専用昇降機（平成２８年国土交通省告

示第２４０号（別表第２において「平成２８年

告示」という。）第２第３号に掲げるものに限

る。ただし、かごが住戸内のみを昇降するもの

を除く。） 

 ・  ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

用途 規模等 報告の間

隔 

１  ［略］ 床面積の合計が

２００平方メー

トルを超えるも

の、地階の床面

積の合計が１０

０平方メートル

を超え、かつ、

階数が３以上の

もの、３階以上

の階の床面積の 

 ［略］ 

用途 規模等 報告の間

隔 

１  ［略］ 床面積の合計が

２００平方メー

トルを超えるも

の、３階以上の

階の床面積の合

計が１００平方

メートルを超え

るもの又は主階

が１階にないも 

の 

 ［略］ 



  合計が１００平

方メートルを超

えるもの又は主

階が１階になく

、床面積の合計

が１００平方メ

ートルを超え、

かつ、階数が３

以上のもの 

２  ［略］ 床面積の合計が

５００平方メー

トルを超えるも

の、地階の床面

積の合計が１０

０平方メートル

を超え、かつ、

階数が３以上の

もの又は３階以

上の階の床面積

の合計が１００

平方メートルを

超えるもの 

 ［略］ 

３  ［略］ 床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、か

つ、６階以上の

階にあるもの 

 ［略］ 

４ 共同住宅又

は寄宿舎（

高齢者、障

害者等の就

寝の用に供

するものと

して平成２

８年告示第

１第２項第

１号に掲げ

るものに限

る。） 

地階の床面積の

合計が１００平

方メートルを超

え、かつ、階数

が３以上のもの

又は３階以上の

階の床面積の合

計が１００平方

メートルを超え

るもの 

３年 

５  ［略］ 

６  ［略］ 床面積の合計が

２，０００平方

メートルを超え

るもの又は３階

以上の階の床面

積の合計が１０

０平方メートル

を超えるもの 

 ［略］ 

７  ［略］ 床面積の合計が

１，５００平方 

 ［略］ 

２  ［略］ 床面積の合計が

５００平方メー

トルを超えるも

の又は３階以上

の階の床面積の

合計が１００平

方メートルを超

えるもの 

 ［略］ 

３  ［略］ ６階以上の階に

あるもの 

 ［略］ 

４  ［略］ 

５  ［略］ 床面積の合計が

２，０００平方

メートルを超え

るもの 

 ［略］ 

６  ［略］ 床面積の合計が

１，５００平方 

 ［略］ 



メートルを超え、

かつ、２階以上

の階にあるもの

、地階の床面積

の合計が１００

平方メートルを

超え、かつ、階

数が３以上のも

の又は３階以上

の階の床面積の

合計が１００平

方メートルを超

えるもの 

８ 百貨店、マ 

ーケット又

は展示場 

地階の床面積の

合計が１００平

方メートルを超

え、かつ、階数

が３以上のもの

又は３階以上の

階の床面積の合

計が１００平方

メートルを超え

るもの 

２年 

９  ［略］ 床面積の合計が

１００平方メー

トルを超え、か

つ、階数が３以

上で地階にある

もの、床面積の

合計が１００平

方メートルを超

え、かつ、３階

以上の階にある

もの又は床面積

の合計が１，５

００平方メート 

ルを超え、かつ、

２階にあるもの 

 ［略］ 

１  ［略］ 

０

メートルを超え、

かつ、２階以上

の階にあるもの 

７  ［略］ 地階若しくは３

階以上の階にあ

るもの又は床面

積の合計が１，

５００平方メー

トルを超え、か

つ、２階にある

もの 

 ［略］ 

８  ［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和元年６月２５日から施行する。 



さいたま市規則第２１号 

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する

規則 

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則（平成１６年さいたま

市規則第８４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

建築物に関する整備基準 建築物に関する整備基準 

整備項目 整備基準 

 ［略］ 

１５ 標識   移動等円滑化（高齢者、障

害者等の移動又は施設の利用

に係る身体の負担を軽減する

ことにより、その移動上又は

施設の利用上の利便性及び安

全性を向上することをいう。

以下同じ。）の措置がとられ

たエレベーターその他の昇降

機、便所又は駐車施設の付近

には、次に掲げるところによ

り、それぞれ、当該エレベー

ターその他の昇降機、便所又

は駐車施設があることを表示

する標識を設けること。 

 ア ［略］ 

 イ 当該標識に表示すべき内

容が容易に識別できるもの

（当該表示すべき内容が日

本産業規格Ｚ８２１０に定

められているときは、これ

に適合するもの）とするこ

と。 

 ・  ［略］ 

 ［略］ 

整備項目 整備基準 

 ［略］ 

１５ 標識   移動等円滑化（高齢者、障

害者等の移動又は施設の利用

に係る身体の負担を軽減する

ことにより、その移動上又は

施設の利用上の利便性及び安

全性を向上することをいう。

以下同じ。）の措置がとられ

たエレベーターその他の昇降

機、便所又は駐車施設の付近

には、次に掲げるところによ

り、それぞれ、当該エレベー

ターその他の昇降機、便所又

は駐車施設があることを表示

する標識を設けること。 

 ア ［略］ 

 イ 当該標識に表示すべき内

容が容易に識別できるもの

（当該表示すべき内容が日

本工業規格Ｚ８２１０に定

められているときは、これ

に適合するもの）とするこ

と。 

 ・  ［略］ 

 ［略］ 



別表第４（第３条関係） 別表第４（第３条関係） 

公共交通機関の施設に関する整備基準 公共交通機関の施設に関する整備基準 

整備項目 整備基準 

 ［略］ 

１５ 標識   ［略］ 

の標識は、日本産業規格

Ｚ８２１０に適合するものと

し、かつ、次に掲げる基準に

適合するよう設けること。 

 ア・イ ［略］ 

 ～  ［略］ 

整備項目 整備基準 

 ［略］ 

１５ 標識   ［略］ 

の標識は、日本工業規格

Ｚ８２１０に適合するものと

し、かつ、次に掲げる基準に

適合するよう設けること。 

 ア・イ ［略］ 

 ～  ［略］ 

様式第２号（その３）（第４条、第５条、第９条関

係） 

様式第２号（その３）（第４条、第５条、第９条関

係） 

整備項目表（公共交通機関の施設） 整備項目表（公共交通機関の施設） 

１～１４ ［略］ １～１４ ［略］ 

 １５ 標識  １５ 標識 

整備項目 整備状況 摘要 

 ［略］ 

② 標識の構造 

 日本産業規格Ｚ２８

１０に適合しているか 

  ・  ［略］ 

 ［略］  

 ［略］ 

整備項目 整備状況 摘要 

 ［略］ 

② 標識の構造 

 日本工業規格Ｚ２８

１０に適合しているか 

  ・  ［略］ 

 ［略］  

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   附 則  

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。 



さいたま市規則第２２号 

   さいたま市市長職務代理者規則の一部を改正する規則 

 さいたま市市長職務代理者規則（平成１５年さいたま市規則第８９号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （市長の職務を代理する副市長の順位）  （市長の職務を代理する副市長の順位） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１５２条第１項後段の規定による市長の職務を代

理する副市長の順序は、次の順位による。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１５２条第１項後段の規定による市長の職務を代

理する副市長の順序は、次の順位による。 

 第１順位 日野徹  第１順位 日野徹 

 第２順位 髙橋篤  第２順位 髙橋篤 

 第３順位 阪口進一  第３順位 松本勝正 

   附 則 

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。 



さいたま市規則第２３号 

   さいたま市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正す

る規則 

 さいたま市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（平成１５年さいた

ま市規則第７４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （費用の徴収） 

第１１条 市長は、法第３１条の規定により、入院

に要した費用（以下「費用」という。）を入院し

た者又はその配偶者若しくは当該入院した者と生

計を一にする民法（明治３１年法律第９号）第８

７７条第１項に定める扶養義務者（以下「扶養義

務者」という。）から徴収する。ただし、当該入

院した者又はその属する世帯の世帯員が生活保護

法（昭和２５年法律第１４４号）による保護又は

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成６年法律第３０号）による

支援給付を受けている場合には、徴収しない。 

２ 法第２９条第１項若しくは法第２９条の２第１

項の規定により入院した者又はその配偶者若しく

は扶養義務者は、次の各号に掲げる場合において、

当該各号に掲げる日を基準日として、当該入院し

た者又はその配偶者若しくは扶養義務者の状況を

家族構成届出書（様式第１３号）により市長に届

け出るものとする。 

 ［略］ 

 前号の入院措置が７月１日において継続して

いる場合 ７月１日 

３ 第１項の規定による費用の徴収額は、入院した

者並びにその配偶者及び扶養義務者について法第

２９条第１項又は法第２９条の２第１項の規定に

よる入院のあった月の属する年度（当該入院のあ

った月が４月から６月までの場合にあっては、前

年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号

）の規定による市町村民税（同法の規定による特

 （費用の徴収） 

第１１条 市長は、法第３１条の規定により、入院

に要した費用（以下「費用」という。）を入院し

た者又はその配偶者若しくは民法（明治３１年法

律第９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者

（以下「扶養義務者」という。）から徴収する。

ただし、当該入院した者又はその属する世帯の世

帯員が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）による支援給付を受けている場合には、

徴収しない。 

２ 法第２９条第１項若しくは法第２９条の２第１

項の規定により入院した者又は法第３３条第２項

の家族等は、次の各号に掲げる場合において、当

該各号に掲げる日を基準日として、当該入院した

者並びにその配偶者及び当該入院した者と生計を

一にする扶養義務者の状況を家族構成届出書（様

式第１３号）により市長に届け出るものとする。

 ［略］ 

 前号の入院措置が６月１日において継続して

いる場合 ６月１日 

３ 第１項の規定による費用の徴収額は、入院した

者並びにその配偶者及び当該入院した者と生計を

一にする扶養義務者の前年分の所得税額（前年分

の所得税額が確定していないときは、前々年度分

の所得税額）を合算した額を基礎として別表によ

り算定した額とする。 



別区民税を含む。以下同じ。）の同法第２９２条

第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の

規定によって課する所得割を除く。以下「所得割

」という。）の額を合算した額を基礎として、別

表により算定した額とする。 

４ 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めると

ころによるほか、次に定めるとおりとする。 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成２２

年法律第４号）第１条の規定による改正前の地

方税法第２９２条第１項第８号に規定する扶養

親族（１６歳未満の者に限る。以下「扶養親族

」という。）及び同法第３１４条の２第１項第

１１号に規定する特定扶養親族（１９歳未満の

者に限る。以下「特定扶養親族」という。）が

あるときは、同号に規定する額（扶養親族に係

るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶養親族

に係る額に相当するものを除く。）に限る。）

に同法第３１４条の３第１項に規定する所得割

の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

 入院した者又はその配偶者若しくは扶養義務

者が指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市を

いう。以下同じ。）の区域内に住所を有する者

であるときは、これらの者を指定都市以外の市

町村の区域内に住所を有する者とみなして、所

得割の額を算定するものとする。 

 入院した者又はその配偶者若しくは扶養義務

者が地方税法第２９２条第１項第１１号イ中「

夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をし

ていない者又は夫の生死の明らかでない者で政

令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらない

で母となつた女子であつて、現に婚姻をしてい

ないもの」と読み替えた場合において同号イに

該当する者又は同項第１２号中「妻と死別し、

若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又

は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるも

の」とあるのを「婚姻によらないで父となつた

男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と

読み替えた場合において同号に該当する者であ

るときは、次のア又はイに定めるとおりとする。

  ア 同法第２９５条第１項（第２号の規定に係

る部分に限る。）の規定により市町村民税が

課されないこととなる者である場合は、所得

割の額は０円とする。 

  イ アに該当しない者である場合は、同法第３

１４条の２第１項第８号に規定する額（同条

第３項に該当する者であるときは、同項に規

定する額）に同法第３１４条の３第１項に規

定する率を乗じて得た額を控除するものとす

る。 



５ 市長は、第３項の規定により費用の徴収額を決

定したときは、入院費負担金決定通知書（様式第

１４号）を被徴収者に通知する。 

６ ［略］ 

４ 市長は、前項の規定により費用の徴収額を決定

したときは、入院費負担金決定通知書（様式第１

４号）を被徴収者に通知する。 

５ ［略］ 

別表（第１１条関係） 

所得割の額の合算額（

年額） 

費用の徴収額（月額

） 

５６４，０００円以下

の金額 

 ［略］ 

５６４，０００円を超

える金額 

 ［略］ 

別表（第１１条関係） 

所得税額の合算額（年

額） 

費用の徴収額（月額

） 

１，４７０，０００円

以下の金額 

 ［略］ 

１，４７０，０００円

を超える金額 

 ［略］ 

 様式第１５号を次のとおり改める。 



様式第１５号（第１２条関係）

入院費負担金減免申請書

年  月  日  

（宛先）さいたま市長

住     所

申請者 氏     名          ○印

障害者との続柄

さいたま市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第１２条第１項の

規定により、入院費負担金の減免をされるよう関係書類を添えて申請します。

入 院 者 氏 名 病 院 名

負担金決定額        円 現在までの納付額        円

減免を必要とす

る理由



世 帯 調 査 書

世

帯

員

続 柄 氏 名 年 齢
健 康

状 態

職 業

( 勤 務 先 ) 

収入

月額
備考

家

計

（
月
額
）

収

入

勤労収入 円 私 的 扶 助 円

資産収入 円 そ の 他 円

公的扶助 円 計 円

支

出

食 費 円 教 育 費 円

住 居 費 円 円

光熱水費 円 そ の 他 円

医 療 費 円 計 円

負 債 円

※ 調査者意見

調査者氏名        ○印



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 次の各号のいずれにも該当する者に係るさいたま市精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律施行細則第１１条第３項に規定する費用の徴収額の算定については、

なお従前の例による。 

 令和元年６月１日時点で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２９条第

１項又は第２９条の２第１項により入院（以下「法による入院」という。）をし

ている者 

 法による入院をした日を基準日として、この規則による改正前のさいたま市精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第１１条第３項により、入院に

要した費用の徴収額を算定した結果、費用の徴収額が０円となる者 

 令和元年７月１日を基準日として、この規則による改正後のさいたま市精神保 

健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第１１条第３項により、入院に要し 

た費用の徴収額を算定した結果、費用を徴収されることとなった者 


